
保育士資格等にかかる
制度改正について
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こども家庭審議会幼児期までのこどもの育ち部会
保育士資格等に関する専門委員会（第１回）

資料２
令和５年10月19日（木）



１．地域限定保育士制度の全国展開について

2

２．保育教諭の特例措置の期限到来を受けた改正
について

３．指定保育士養成施設における入所資格に係る
指定要件の見直しについて



〇 地域限定保育士制度は、保育士不足解消等を目的として、それまで都道府県において年間１回実施されてきた保育
士試験を年間２回実施することを促すため、当該２回目に実施する保育士試験の合格者について、登録後３年間は
当該区域内のみで保育士として通用する国家戦略特別区域限定保育士（いわゆる「地域限定保育士」、以下同。）
の資格を付与する仕組みとして、平成27年の国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律
（平成27年法律第56号）により創設された。

〇 地域限定保育士制度の導入効果もあり、通常の保育士試験を年間２回実施する取組も広がり、平成29年度より全
ての都道府県において年間２回の通常の保育士試験が実施されることとなった。令和５年度現在では、神奈川県、
大阪府、沖縄県の３府県により地域限定保育士試験が実施されている。

〇 これまでの地域限定保育士試験の実施実績を見ると、
・ 保育士の就業地域限定や保育士の質といった面での弊害は特段確認されておらず、
・ 一方で、保育士不足が都市部だけでなく、人口減少地域を含めた全国的な課題となっていることから、国家戦略
特区に限定せずに実施を容認する必要も生じてきている、

といったことから、本制度について全国化することと、その際の制度活用に向けた課題と対応策について整理し、検
討する必要がある。

〇 ついては、以下の論点について検討していくこととする。

論点１：地域限定保育士試験の位置付けとその考え方について
論点２：都道府県が地域限定保育士試験を実施する場合の要件について
論点３：都道府県以外の自治体が地域限定保育士試験を実施することの是非について
論点４：地域限定保育士が全国で勤務できるための要件について
論点５：指定試験機関の対象を「法人」とすることについて
論点６：適切かつ円滑な制度運用に向けたその他の仕組みの検討について

地域限定保育士制度の全国展開について
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国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の概要

国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律

経済社会の構造改革を更に推進し、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動拠点の形成を図り、並びに地域の活
性化を図るため、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法において、新たな規制の特例を設ける等の措置を講ずる。

平成27年７月８日成立
平成27年７月15日公布

施行期日 ① 公布の日から３ヶ月内において政令で定める日 → 平成27年9月1日

② その他 一部改正規定 → 公布の日（平成27年7月15日） 等

地域限定保育士の創設改正内容（抜粋）

保育士不足解消等に向け、都道府県が保育士試験を年間２回行うことを促すため、２回目の保育士試

験の合格者に、３年間は当該区域内のみで保育士として通用する「地域限定保育士」の資格を付与。

〈現状〉 ○ 保育士試験は、毎年１回、都道府県が行っている。

〈改正〉 ○ 国家戦略特区の区域を含む都道府県が行う２回目の試験の合格者には、３年間
当該特区区域内のみで保育士として通用する「地域限定保育士」の資格を付与する。

○ 当該３年経過後は、「保育士」として地域を限定せずに働くことが可能となる。

認定こども園における地域限定保育士の取扱いについて

・ 保育教諭となるための要件である「保育士の登録を受けた者」に「地域限定保育士」を含める。

【国家戦略特区法第１２条の４】

・ 園長、副園長又は教頭となるための要件の１つである「保育士の登録を受けた者」に「地域限定保育士」を

含める。 【認こ園基準第５条・認こ法施行規則第１２条】

・ 満３歳未満の子どもの保育に従事する者に「地域限定保育士」を含める。 【施設運営基準告示第３】
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保育士試験の実施について
○ 保育士資格の新規取得者の確保を図るため、保育士試験の年２回実施を推進しており、平成27年度に
地域限定保育士試験を創設するとともに、平成28年度から通常の保育士試験を年２回実施。さらに、平成29
年度には、神奈川県において年３回目試験として地域限定保育士試験を実施。

【平成27年度】

○ 通常の保育士試験（47都道府県で実施）に加え、神奈川県、大阪府、沖縄県及び千葉県（対象地域：成田市）において
平成27年度に創設された地域限定保育士試験を、年２回目の試験として10月に実施。

【平成28年度】

○ 地域限定保育士試験に加え、通常の保育士試験のみを年２回実施する取組も広がり、年２回実施を行う
都道府県が大幅に拡大。

＜１回目試験＞（筆記試験：４月、実技試験：７月） ＜２回目試験＞（筆記試験：10月、実技試験：12月）

・通常の保育士試験として全ての都道府県で実施 ・45都道府県で２回目の通常の保育士試験を実施
・大阪府及び仙台市で地域限定保育士試験を実施
（宮城県のみ未実施。地域限定保育士試験に限り、指定都市が実施可能。）

【平成29年度～】

○ 全ての都道府県において年２回の試験を実施。
○ 神奈川県が独自試験として、地域限定保育士試験により年３回目の試験を実施。

＜１回目試験＞（筆記試験：４月、実技試験：７月） ＜２回目試験＞（筆記試験：10月、実技試験：12月）

・通常の保育士試験として全ての都道府県で実施 ・47都道府県で２回目の通常の保育士試験を実施

・大阪府では地域限定保育士試験を併せて実施 ※令和４年度以降は沖縄県でも実施

（平成29年度は、大阪府は地域限定保育士試験のみ実施）

＜神奈川県独自試験＞ （筆記試験：８月、実技講習会：10月～）

・神奈川県で地域限定保育士試験を実施

【地域限定保育士試験】

年２回実施に取り組みやすくなるよう、「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律」（平成27年
法律第56号）により、資格取得後３年間は当該国家戦略特別区域内のみで保育士として働くことができ、４年目以降は全国で
働くことができる「地域限定保育士(正式名称：国家戦略特別区域限定保育士)」となるための試験制度を新たに創設。

多様な人材の参入を推進する観点から、人材の質を確保しながら、受験者に多様な選択肢を提供するため、平成28年11月に
省令改正を行い、地域限定保育士試験において、都道府県知事が「保育実技講習会」を実施する場合、当該講習会を修了する
ことにより、実技試験を免除する仕組みを導入。 5



地域限定保育士の全国展開について

⚫特区制度の全国化について、試験の目的を「保育士不足を解消するため」のものと位置付け、都道府県知事が、保育

士不足の解消のため、通常の保育士に加えて地域限定保育士の確保が必要と認める場合に限り実施できる制度として

児童福祉法に位置付ける方針とする。

◼地域限定保育士は、創設当初は、特に待機児童が深刻な区域での保育需要増に対応することを念頭に導入され、就業地域限定

や規制緩和措置が、保育士の資質に与える影響等を慎重に見極めるため、国家戦略特区に限定して実施してきたが、

・保育士の就業地域限定や保育士の質といった面での弊害は特段確認されておらず、

・一方で、保育士不足が都市部だけでなく、人口減少地域を含めた全国的な課題となっていることから、国家戦略特区に限定

せずに実施を容認する必要も生じてきている

ことから、全国制度化する方向で検討する。

◼児童福祉法における位置付けとしては、地域の保育士不足の早急な改善を図ることを目的として、地域の保育士確保のため都

道府県知事が必要と認める場合に限り実施する試験とし、通常の保育士試験を量的に補完する役割の試験とする方針。

※ 試験で求める資質・水準は、現行の地域限定保育士と同様、通常の保育士と同じ資質・水準を求める。

※ ただし、既存の規制緩和措置である①民間企業でも実施可能、②実技試験に代えて講習で代替可能の取扱いについては、通常試験

に加えて試験を実施するためには、こうした規制緩和措置を認め、柔軟な試験実施を可能とする必要があることから、現行と同様、

地域限定保育士試験のみに適用する。

◼必要性の判断については、地域の保育士確保に責任を有する都道府県知事とし、現在特区制度を活用している神奈川県や大阪

府などの保育需要が高い都市部と、人口減少等で保育士確保に苦慮している地方のいずれも対象となるような基準（考え方）

を厚生労働大臣（こども家庭庁関連法案が成立し、創設された後は内閣総理大臣）が示す方向で検討する。

（政令市は、現行の特区の取扱いと同じく、都道府県と合意できる場合に実施可能とする方向で検討。）

◼今後、制度化後に円滑に試験や資格者管理が実施できるよう、人口減少地域等を含めた都道府県等へヒアリングするなどによ

り制度活用に向けた課題の把握と対応策について、新たに導入される予定の児童わいせつの資格管理制度やデータベースでの

扱いも含め検討するとともに、社会保障審議会（こども家庭庁創設後はこども家庭審議会）などで議論するなど、制度化に向

け検討を進めていく。

具体案

国家戦略特区WGヒアリング提出資料
（令和４年3月15日）
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規制改革実施計画（令和4年6月7日）（抄）

II 実施事項
５．個別分野の取組
＜人への投資＞
(12)「地域限定保育士」の創設及び多様な主体による地域限定保育士試験の実施

No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省

19

「地域限定保育士」の創
設及び多様な主体による
地域限定保育士試験の実
施

登録日から３年間は事業実施区域内での
み有効となる地域限定保育士の資格を付
与する特例措置及び株式会社を含む多様
な法人を地域限定保育士試験の指定試験
機関として活用可能とする特例措置の全国
展開について、今後の児童福祉法改正に
向けて、令和４年度中に検討を行った上で
中間的な議論の整理を行う。

令和４年度中に検討を
行った上で中間的な議論
の整理を行う

内閣府
厚生労働省
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II 実施事項
３．個別分野の取組
＜人への投資分野＞
(15)「地域限定保育士」の創設及び多様な主体による地域限定保育士試験の実施

No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省

23

「地域限定保育士」の創
設及び多様な主体による
地域限定保育士試験の実
施

登録日から３年間は事業実施区域内での
み有効となる地域限定保育士の資格を付
与する特例措置及び株式会社を含む多様
な法人を地域限定保育士試験の指定試験
機関として活用可能とする特例措置の全国
展開について、今後の児童福祉法 （昭和22
年法律第164号）の改正に向けて、令和５年
度中に詳細な制度の検討を行う。

令和５年度中に検討
内閣府

こども家庭庁

規制改革実施計画（令和5年6月16日）（抄）



論点１：地域限定保育士試験の位置付けとその考え方について

これまでの地域限定保育士試験の実施実績から、地域限定保育士については、
・ 保育士の就業地域を限定することや保育士の質といった面での弊害は特段確認されていないこと
・ 保育士不足が都市部だけでなく、人口減少地域を含めた全国的な課題となっていること
・ 一方で、保育士不足の状況については地域差があり当該地域の状況に応じた対応が必要であること
等を踏まえ、

新たな制度の趣旨としては、保育の質を確保しつつ、地域の保育士不足の早急な改善を図ることを目的とし、
通常の保育士試験の実施のみでは当該地域における保育士の供給が不足することが見込まれる場合に実施
することができる試験と位置づけることとするか。

✓ 地域限定保育士試験の制度趣旨について
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論点２：都道府県が地域限定保育士試験を実施する場合の要件について

論点１の地域限定保育士試験の位置づけを前提とし、現在は通常の保育士試験が全国的に年間２回実施さ
れていることを踏まえ、都道府県知事が、年間２回の保育士試験の実施のみでは当該地域における保育士の
供給が不足することが見込まれると認める場合に限り実施できることとするか。

✓ 都道府県が地域限定保育士試験を実施する場合の要件について

9



論点３：都道府県以外の自治体が地域限定保育士試験を実施することの是非について

現行の地域限定保育士制度においては、都道府県に加えて指定都市においても地域限定保育士試験を実施
することが認められているが、保育士の供給について、都道府県全域では十分な需要が満たされていても、指
定都市内で見ると供給が追いついていない場合がある。新たな制度においては、現行制度同様、都道府県が
地域限定保育士試験を実施しない場合であって、都道府県が同意する場合に限り、指定都市を実施主体として
加えることとするか。

※内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則（令和五年内閣府令第四十四号）
（試験実施指定都市における試験実施）
第十一条 試験実施指定都市の長は、当該試験実施指定都市の長の管轄区域を管轄する都道府県知事が保育士試験を年二回以上行う場合又は国家戦略
特別区域限定保育士試験を行う場合を除き、法第十二条の五第十二項の規定により認定区域計画に法第八条第二項に掲げる事項として、当該都道府県
知事と当該試験実施指定都市の長の合意により期間を定めて当該期間内は当該試験実施指定都市の長が国家戦略特別区域限定保育士試験を行う旨が定
められているときは、国家戦略特別区域限定保育士試験を実施するものとする。

✓ 指定都市が地域限定保育士試験を実施することについて
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論点４：地域限定保育士が全国で勤務できるための要件について

現行制度においては、地域限定保育士の登録から３年経過することにより、全国で勤務することのできる保育
士となることができ、必ずしも保育士として勤務することを要しない制度となっているが、地域限定保育士が当該
地域内での保育に従事することによる保育士不足解消や実務経験を通じて保育士として必要な専門性を向上さ
せるという制度趣旨と必ずしも整合しない面があり、地域限定保育士試験を実施する自治体からも、費用対効
果の面で懸念の声が上がっているところ。

このことを踏まえ、地域限定保育士試験の合格者については、保育士登録後の一定の勤務要件を課し、その
上で全国で勤務することのできる保育士の資格を得ることができる仕組みとすることについてはどうか。

✓ 保育士登録後に一定の勤務要件を課すことについて
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論点５：指定試験機関の対象を「法人」とすることについて

指定試験機関について、通常の保育士試験が「一般社団法人又は一般財団法人」に限定されているが、現行
の地域限定保育士制度においては、株式会社等の多様な法人を活用可能としていることを勘案し、新たな制度
における指定試験機関についても、「法人」とすることとしてはどうか。

✓ 指定試験機関の対象を「法人」とすることについて

自治体名 実施方法

神奈川県 筆記試験：神奈川県で実施
・問題作成：神奈川県
・試験運営：指定試験機関

（日本電子計算株式会社）
保育実技講習会：事業者に委託

大阪府 筆記試験：指定試験機関
（一般社団法人全国保育士養成協議会）
保育実技講習会：事業者に委託

沖縄県 筆記試験：指定試験機関
（一般社団法人全国保育士養成協議会）
保育実技講習会：事業者に委託

（参考）地域限定保育士試験の実施方法
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地域限定保育士試験の全国での実施が可能となり、さらに株式会社等の多様な法人も試験を実施できるとし
た場合、当該地域の保育人材ニーズを満たしつつ、併せて保育士の質を確保する必要があることから地域限定
保育士試験を実施する都道府県等に対し、試験の質確保のために必要な措置を講じること（例えば「保育士試
験実施要領」に基づき実施することや、通常の保育士試験の実施方法との均衡を図ることなど）を求めるべきか。

また試験実施者の質確保のための取り組みに資するよう、国において、中長期的な観点で、試験の難易度調
整や等化なども含め、試験の質確保のための具体的な手法について検討するべきか。

✓ 地域限定保育士試験の質及び公平性の確保について

地域限定保育士の制度の全国展開にあたり、制度の適切かつ円滑な運用ができるようにする
ために必要なその他の仕組みとしてどのようなものが考えられるか。

論点６：適切かつ円滑な制度運用に向けたその他の仕組みの検討について
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（参考）保育士試験の実施について（平成15年12月１日付け雇児発第1201002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）別紙１ 抜粋
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保育士試験の実施状況(令和４年度)

15

（※１）神奈川県の「合計」欄の値については、１回目試験と２回目試験の数に加
え、神奈川県が独自に実施した地域限定保育士試験（令和４年８月）の結
果（受験申請者数：3,101人、合格者数：371人）を含めたものとなっている。

大阪府の「合計」欄の値については、１回目試験と２回目試験の数に加え、
大阪府が独自に実施した地域限定保育士試験（令和４年10月）の結果（受
験申請者数：1,139人、合格者数：417人）を含めたものとなっている。また、

沖縄県の「合計」欄の値については、１回目試験と２回目試験の数に加え、
沖縄県が独自に実施した地域限定保育士試験（令和４年10月）の結果（受
験申請者数：292人、合格者数：92人）を含めたものとなっている。

（※２）上記のほか、幼稚園教諭免許状を有する者に対する特例制度（児童福祉
法施行規則第６条の11の２第１項）に基づく試験が全科目免除された者が
おり、令和４年度は2,220人が当該制度を活用し、試験に合格している。
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１．地域限定保育士制度の全国展開について

18

２．保育教諭の特例措置の期限到来を受けた改正
について

３．指定保育士養成施設における入所資格に係る
指定要件の見直しについて



〇 幼保連携型認定こども園は、満３歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体
的に行う施設であり、勤務する保育教諭等については、園児の教育及び保育をつかさどることとされ、幼稚園教諭
免許状と保育士資格の併有が必要とされている。（認定こども園法第15条第１項及び第４項）

〇 ただし、改正認定こども園法の施行後、制度変更に伴う緩和のための経過措置として、さらに、幼稚園又は保育所
等から幼保連携型認定こども園への円滑な移行を進めるため、いずれか一方の免許状・資格のみで保育教諭等とな
ることができる特例を設けている（認定こども園法改正法附則第５条第１項及び第２項）。

〇 当該特例措置の期間については、改正認定こども園法施行当初は、５年間(平成27年度～令和元年度まで）であっ
たものを、令和元年に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法
律（令和元年法律第26号）により、さらに５年間延長され、トータルで10年間(令和６年度末まで）に延長されたと
ころ。

〇 令和６年度末でこの特例措置の期限である10年を迎えるため、特例措置終了後の取扱いについて検討する必要が
ある。

〇 ついては、以下の論点について検討していくこととする。

論点１：特例期間終了後の取扱いについて
論点２：幼稚園教諭免許状・保育士資格の取得要件の緩和策の取扱いについて
論点３：併有促進のためのその他の措置について

保育教諭の特例措置の期限到来を受けた改正について
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※令和６年度末まで
認定こども園法一部改正法の施行
（平成27年４月１日）から10年間

①幼保連携型認定こども園の保育教諭等

の資格要件の緩和 (令和６年度末まで)

・幼稚園免許状・保育士資格のいずれか一方

の免許状・資格のみで保育教諭等となることが

できる特例。（認定こども園法附則第５条）

②幼稚園教諭免許状・保育士資格の取得
要件の緩和 (令和６年度末まで)

・免許状又は資格の一方のみを持ち、一定の勤務
経験（３年かつ4,320時間）を有する者について、
大学等で一定の単位（８単位（※））を履修する
こと等による、もう一方の免許状・ 資格の取得に
係る特例。

幼保連携型認定こども園における保育教諭の資格の特例について

〇 幼保連携型認定こども園で勤務する保育教諭等については、幼稚園教諭免許状と

保育士資格の併有が必要。

（「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」（※以下「認定こども園法」）15条第1項）

特例措置（※）

〇本特例制度を活用し、
・幼稚園教諭免許状の授与がなされた件数

（平成25年度～令和３年度）：28,368件
・保育士試験に合格した者

（平成26年度～令和４年度）：31,132人

139,884人 92.0%

12,084人 8.0%

 幼稚園教諭のみ 2,475人 1.6%

 保育士のみ 9,609人 6.3%

151,968人 100.0%

両方保有

どちらか一方のみ保有

総 数

※幼保連携型認定こども園における保育教諭の幼稚園教諭
免許状及び保育士資格の保有状況（令和４年4月1日現在）

※（通常） 幼稚園教諭免許状：大学等における単位の修得
（39単位（二種）/＋20単位（一種）/＋24単位（専修））

（教育職員免許法附則第18項、児童福祉法施行規則第６条

の11の２第１項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準）
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（参考）幼保連携型認定こども園における免許・資格の保有状況について

※ 各年度４月１日現在

※令和２年度は調査を実施せず

（出所）内閣府「認定こども園調査」

➢ 幼保連携型認定こども園における幼稚園教諭免許状・保育士資格を両方保有する職員の割合は着実に改善している。
➢ 一方で、幼保連携型認定こども園の施設数の増加に伴い、幼稚園教諭免許状・保育士資格を一方のみ保有している職員の数自

体は増加している。

（参考）幼保連携型認定こども園の数

平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和４年

3,618 4,409 5,137 5,688 6,093 6,475

73,126
90,647

107,135

131,087
139,8842,272

2,274

2,095

2,999
2,475 

6,604

7,386

8,009

9,379
9,609 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和３年度 令和４年度

幼保連携型認定こども園における免許・資格の保有状況の

推移（職員数）

両方保有 幼稚園教諭免許状のみ 保育士資格のみ

151,968

82,002

100,307

117,239

143,465
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（人）

89.2% 90.4% 91.4% 91.4% 92.0%

2.8% 2.3% 1.8% 2.1% 1.6%

8.1% 7.4% 6.8% 6.5% 6.3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和３年度 令和４年度

幼保連携型認定こども園における免許・資格の保有状況の

推移（割合）

両方保有 幼稚園教諭免許状のみ 保育士資格のみ



保育士資格
認定こども園、保育所等での保育士

としての勤務経験
３年かつ4,320時間

＋
大学等において８単位を修得

※ 保育士としての勤務経験や保育士養成課程
等を踏まえて修得すべき科目・単位を設定

幼稚園教諭
免許状＋

幼稚園教諭
免許状

幼稚園、認定こども園、
保育所等での

幼稚園教諭としての勤務経験
３年かつ4,320時間

＋
指定保育士養成施設において

８単位を修得
※ 幼稚園等での勤務経験を踏まえて修得すべ

き科目・単位を設定

保育士資格＋

幼稚園、認定こども園、
保育所等での勤務経験
３年かつ4,320時間

幼保連携型認定こども園
での保育教諭としての

勤務経験
２年かつ2,880時間

指定保育士養成施設
において

６単位を修得
＋

幼稚園教諭
免許状 ＋ 保育士資格

現行特例の「３年かつ4,320
時間」に勤務経験を上乗せ

現行特例のうち更に「２単位」分の科
目について修得したものとみなす

認定こども園、保育所等での保育
士としての勤務経験
３年かつ4,320時間

幼保連携型認定こども園
での保育教諭としての

勤務経験
２年かつ2,880時間

大学等において
６単位を修得＋保育士資格 ＋

幼稚園教諭
免許状

現行特例の「３年かつ4,320時
間」に勤務経験を上乗せ

現行特例のうち更に「２単位」分の
科目について修得したものとみなす

【保育士資格取得の更なる特例】

免許・資格の併有促進（従前）

免許・資格の更なる併有促進策（令和5年4月～）

【幼稚園教諭免許状授与の更なる特例】

【幼稚園教諭免許状】 保育士としての勤務経験を評価し、幼稚園教諭免許状の取得に必要な単位数を軽減

【保育士資格】 幼稚園教諭としての勤務経験を評価し、保育士資格の取得に必要な単位数を軽減
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令和５年 地方分権改革に関する提案募集について

管理番
号

団体名

提案区分
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 根拠法令等
制度の所管・
関係府省

追加共同提案団
体

区分 分野

47 大阪府、滋
賀県、京都
府、京都市、
大阪市、堺
市、神戸市、
奈良県、和
歌山県、鳥
取県、徳島
県

重点９

B 地
方に対
する規
制緩和

03_医
療・福
祉

幼保連携型
認定こども
園の保育教
諭等に係る
免許等の特
例措置の延
長

幼保連携型認定こども園で勤務する保育教諭等に
ついて、本来、幼稚園教諭免許状と保育士資格の
併有が必要とされているが、平成27年４月の子ど
も・子育て支援新制度施行後10年間（令和６年度
末まで）において設けられている特例措置を当分
の間延長すること。

・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合
的な提供の推進に関する法律第15条第１項
・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合
的な提供の推進に関する法律附則第5条（保育
教諭等の資格の特例）
・教育職員免許法附則第18項

こども家庭庁、
文部科学省

札幌市、旭川市、
千葉市、横浜市、
川崎市、相模原
市、横須賀市、
新潟市、長野県、
刈谷市、大阪市、
島根県、大村市、
熊本市、宮崎県
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論点１：特例期間終了後の取扱いについて

現在、幼保連携型認定こども園において働いている職員の中には、免許・資格を併有していない者（令和４年
度時点で８％）がいる状況。特例措置期間終了後は、これらの職員が幼保連携型認定こども園で保育教諭とし
て勤務できなくなり、現行の幼保連携型認定こども園の人材不足が懸念されるほか、将来的な幼保連携型認定
こども園への移行や開設を阻害する要因となり得ること等を踏まえ、現行の仕組み、いわゆる、いずれか一方の
免許状・資格のみで保育教諭等となることができる特例措置を引き続き延長することとするか。

✓ 論点１－１：特例措置の延長の是非について

✓ 論点１－２：特例措置を延長する場合のその延長期間について

上記論点１－１の延長をする場合、その期間については、令和５年度におこなった単位履修の軽減措置(※)

の活用により免許・資格の併有が一層進むまでの期間も想定し、前回の延長時と同様、５年間とすることとす
るか。

（※）幼保連携型認定こども園での勤務経験を勘案し、大学等における単位履修を８単位から６単位に軽減する取扱いとした
措置。
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論点２：幼稚園教諭免許状・保育士資格の取得要件の緩和策の取扱いについて

特例措置のうち、幼稚園教諭免許状・保育士資格の取得要件の緩和措置について、令和５年度より幼保連携
型認定こども園での実務経験を勘案し、大学等における単位履修を８単位から６単位に軽減する取扱いとしてい
るところ、本措置の活用による併有促進の効果を見極めるため、論点１－２の特例措置の延長同様、５年間延
長することとするか。

✓ 現行の取得要件の緩和策（令和５年4月改正分）の延長の是非について

（参考）
幼稚園教諭免許状・保育士資格取得特例を活用し、
・幼稚園教諭免許状の授与がなされた件数

（平成25年度～令和３年度）：28,368件
・保育士試験に合格した者

（平成26年度～令和４年度）：31,132人
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論点３：併有促進のためのその他の措置について

本年９月におこなった調査（※）において、「令和7年3月までに幼稚園教諭免許状及び保育士資格を併有する
見込みの有無」について、免許・資格の併有をしていない職員のうち63％が、今後併有する予定無し又は未定」
と回答している。
このことを踏まえ、特例措置期間内の併有促進のために、

・各施設における特例措置期間内の保育教諭等の併有に向けた制度の周知、人事計画の策定を求めた上
で、各施設における併有の計画的促進について、施設監査の際に確認する内容に加えることとするか。

・また、利用者の施設選択に資するよう、各園における保育教諭等の免許・資格の併有状況について、都道
府県が公表することとするか。

（※）特定非営利活動法人全国認定こども園協会の会員である幼保連携型認定こども園のうち、在籍する職員（主幹保育教諭、
指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭、講師に限る。）の中で、幼稚園教諭免許状又は保育士資格のどちらか一方のみを保有
している者が存在する園の管理者等と当該者に対し行った調査（有効回答数243園、511人）

✓ 論点３－１園管理者に対する併有促進に向けた人事計画の策定・履行を義務付ける措置につ
いて

現在提供されている教育・保育資源の供給に支障をきたさない範囲で、幼稚園教諭免許状と保育士資格の
併有を一層促し、教育・保育の質の確保を図るため、例えば以下の措置を行うことについてどう考えるか。
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論点３：併有促進のためのその他の措置について（続き）

○ 認定こども園法において、主幹保育教諭は、園長を助け、命を受けて園務の一部を整理すること、指導保育
教諭については、保育教諭その他の職員に対して、教育及び保育の改善及び充実のために必要な指導及び助
言を行うことが定められており、特にこれらの職にある者については、教育・保育に関する高い識見を有すること
が求める趣旨で、いずれか一方の免許状・資格のみを有する者は、主幹保育教諭及び指導保育教諭の役職に
就くことを制限することについてどう考えるか。

○ また、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準（※）を踏まえ、各学級に
おいて担当する園児の年齢に応じて必要な教育の識見を有することを求める趣旨で、各学級ごとに担当する保
育教諭等のうち１名については資格・免許を併有している者を配置しなければならないこととすることについてど
う考えるか。
（※） 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準（平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労
働省令第一号）第５条第１項において、幼保連携型認定こども園には、各学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保育
教諭又は保育教諭を１人以上置かなければならないこととされている。

上記の措置については、年齢別の在職状況や、担任クラス別免許・資格の併有状況等の実態を踏まえ、併
有を促す効果が得られるのかも含め、慎重な検討が必要か。

✓ 論点３－２：特例による保育教諭について、
・ 主幹保育教諭・指導保育教諭の役職に就くことを制限する措置
・ 各学級ごとに担当する専任の職員の要件を制限する措置

27
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幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格特例による特例教科目開設校一覧（令和５年度）

都道府県 指定保育士養成施設の名称 所在地 開設年月日 定員
開設した特例教科目名

経営主体
３年
特例

幼保２
年特例福祉と養護

子ども家庭
支援論

保健と食と
栄養

乳児保育

宮城県 東北福祉大学
仙台市青葉区国見1-8-
1

平成26年4月1日 200 通信制 通信制 通信制
昼間
通信制

学校法人
栴檀学園

○

栃木県 宇都宮共和大学
宇都宮市下荒針町長坂
3829

平成26年4月1日 10 昼間 昼間 昼間 昼間
学校法人
須賀学園

○

群馬県 東京福祉大学短期大学部 伊勢崎市山王町2020-1 平成26年4月1日 設定なし 通信制 通信制 通信制 通信制
学校法人茶屋四
郎次郎記念学園

○

群馬県 東京福祉大学 伊勢崎市山王町2020-1 平成26年4月1日 設定なし 通信制 通信制 通信制 通信制
学校法人茶屋四
郎次郎記念学園

○

千葉県
聖徳大学通信教育部
教育学部児童学科

松戸市岩瀬550 平成26年4月1日 120 通信制 通信制 通信制 通信制
学校法人東京聖

徳学園
○ ○

千葉県
聖徳大学短期大学部通信教育部保育

科
松戸市岩瀬550 平成26年4月1日 200 通信制 通信制 通信制 通信制

学校法人東京聖
徳学園

○ ○

東京都
明星大学教育学部教育学科（通信教

育課程）保育士養成課程
日野市程久保2-1-1 平成26年4月1日 設定なし 通信制 通信制 通信制 通信制

学校法人明星学
苑

○

東京都
大原医療秘書福祉保育専門学校

こども保育学科
千代田区西神田2-4-10 平成26年4月1日

2,000
(受講期間4ヶ

月）
年３回開講
年間6,000名

通信制 通信制 通信制 通信制
学校法人
大原学園

○

東京都 武蔵野大学教育学部幼児教育学科 西東京市新町1-1-20 平成26年1月18日 100 昼間 通信制 通信制 昼間
学校法人
武蔵野大学

○

東京都
東京未来大学こども心理学部こども
心理学科こども保育・教育専攻

足立区千住曙町34-12 平成27年4月1日 設定なし 通信制 通信制 通信制 通信制
学校法人
三幸学園

○

東京都 東京保育専門学校保育科１部
杉並区高円寺南2-32-
30

令和4年7月1日 設定なし 通信制 通信制 通信制 通信制
学校法人
聖心学園

○

神奈川県
小田原短期大学保育学科
通信教育課程 専攻科

小田原市城山4-5-1 平成26年4月1日 40 通信制 通信制 通信制
通信制（ス
クーリング
有り）

学校法人
三幸学園

○ ○

石川県 石川県立保育専門学園 金沢市泉1丁目3-63 平成27年8月3日 9 昼間 昼間 昼間 昼間 石川県 ○ ○

愛知県
日本福祉大学社会福祉学部
社会福祉学科保育課程

知多郡美浜町大字奥田
字会下前35-6

平成26年4月1日 65 通信制 通信制 通信制 通信制
学校法人

日本福祉大学
○

愛知県 名古屋女子大学短期大学部
名古屋市瑞穂区汐路町
3-40

平成26年4月1日 若干名 昼間 昼間 昼間 昼間
学校法人
越原学園

○ ○

京都府 佛教大学
京都市北区紫野北花ノ
坊町96番地

平成26年6月7日 設定なし 通信制 通信制 通信制 通信制
学校法人

佛教教育学園
○ ○

京都府 京都光華女子大学
京都市右京区西京極葛
野町38

平成27年7月29日 設定なし なし なし なし 昼間
学校法人

光華女子学園
○ ○
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都道府県 指定保育士養成施設の名称 所在地 開設年月日 定員
開設した特例教科目名

経営主体
３年
特例

幼保２
年特例福祉と養護

子ども家庭支
援論

保健と食と
栄養

乳児保育

大阪府
日本メディカル福祉専門学校

保育士科
大阪市東淀川区大桐2-
6-6

平成26年1月1日 100 通信制 通信制 通信制 通信制
学校法人
瓶井学園

○ ○

大阪府
大阪教育福祉専門学校
教育保育科第一部

大阪市生野区林寺2－
21－13

平成26年7月1日 50 通信制 通信制 通信制 通信制
学校法人大阪聖

徳学園
○

大阪府
大阪千代田短期大学

幼児教育科
河内長野市小山田町

1685
平成27年4月1日 50 通信制 通信制 通信制

通信制(ス
クーリング

有)

学校法人
千代田学園

○

大阪府 箕面学園福祉保育専門学校保育科
箕面市箕面7丁目7番31

号
平成31年4月1日 50 昼間 昼間 昼間 昼間

学校法人
箕面学園

○

兵庫県
姫路大学教育学部こども未来学科通信

教育課程保育士養成コース
姫路市大塩町2042番地
-2

平成26年4月1日 300 通信制 通信制 通信制 通信制
学校法人
弘徳学園

○

兵庫県
神戸親和大学教育学部児童教育学科

保育学コース（通信教育部）
神戸市北区鈴蘭台北町
7-13-1

平成26年4月1日 設定なし 通信制 なし なし なし
学校法人
親和学園

○

熊本県
専門学校湖東カレッジ唐人町校

こども学科
熊本市中央区上鍛冶屋
町8-2

平成26年4月1日
（平成29～30年度

は未実施）
20 昼間 昼間 昼間 昼間

学校法人
湖東学園

○

大分県 別府溝部学園短期大学
別府市亀川中央町29-
10

昭和43年4月1日 70 昼間 昼間 昼間 昼間
学校法人
溝部学園

○



保育士養成課程教科目と保育士試験科目

保育士養成課程教科目

系列 教科目
単位設
置数

履修単
位数

教
養
科
目

外国語（演習） ２以上

体育（講義） １ １

体育（実技） １ １

その他 ６以上

教養科目 計 １０以上 ８以上

必
修
科
目

①保育の本
質・目的 に関
する科目

保育原理（講義） ２ ２

教育原理（講義） ２ ２

子ども家庭福祉（講義） ２ ２

社会福祉（講義） ２ ２

子ども家庭支援論（演習） ２ ２

社会的養護Ⅰ（講義） ２ ２

保育者論（講義） ２ ２

計１４ 計１４
②保育の対象
の理解に関す
る科目

保育の心理学Ⅰ（講義） ２ ２

子ども家庭支援の心理学（講義） ２ ２

子どもの理解と援助（演習） １ １

子どもの保健（講義） ２ ２

子どもの食と栄養 ２ ２

計９ 計９

系列 教科目
単位設
置数

履修単位
数

必
修
科
目

③保育の内
容・方法 に
関する科目

保育の計画と評価（講義） ２ ２

保育内容総論（演習） １ １

保育内容演習（演習） ５ ５

保育内容の理解と方法（演習） ４ ４

乳児保育Ⅰ（講義） ２ ２

乳児保育Ⅱ（演習） １ １

子どもの健康と安全（演習） １ １

障害児保育（演習） ２ ２

社会的養護Ⅱ（演習） １ １

子育て支援（演習） １ １

計２０ 計２０

④保育実習 保育実習Ⅰ（実習） ４ ４

保育実習指導Ⅰ（演習） ２ ２

⑤総合演習 保育実践演習（演習） ２ ２

必修科目 計 ５１ ５１

選
択
必
修

科
目

保育に関する科目（上記①～④の系列より科目設定） １５以上 ６以上

保育実習Ⅱ又はⅢ（実習） ２ ２

保育実習指導Ⅱ又はⅢ（演習） １ １

選択必修科目 計 １８以上 ９以上

合 計 ７９以上 ６８以上

保育士試験科目

１ 保育原理 ６ 子どもの保健

２ 教育原理及び社会的養護 ７ 子どもの食と栄養

３ 児童家庭福祉 ８ 保育実習理論

４ 社会福祉 （１～８の筆記試験に合格後）
保育実習実技（音楽表現・造形表現・言語表現に関する
技術の３分野から２分野を選択）５ 保育の心理学 30



修得が必要な特例教科目
（参考）指定保育士養成施設で修得し

た教科目科目名 現行特例の単位数 新規特例における単位数

福祉と養護
（講義）

２単位 ２単位

社会福祉

子ども家庭福祉

社会的養護Ⅰ

子ども家庭支援論
（講義）

２単位 １単位
子ども家庭支援論

子育て支援

保健と食と栄養
（講義）

２単位 ２単位
子どもの保健

子どもの食と栄養

乳児保育
（演習）

２単位 １単位
乳児保育Ⅰ

乳児保育Ⅱ

合計単位数 ８単位 ６単位 －

保育士資格取得の所要資格の特例の科目と単位数について

※ 新規特例において、特例教科目として修得すべき単位数を８単位から６単位に見直した場合でも、修得すべき内容を担保す

ることが必要である。このため、実務経験等と学びを結びつけることを前提とした上で、修得すべき内容のうち重点を置くべ

き内容を明確化して示すこととし、あわせて、幼保連携型認定こども園におけるこれまでの実務経験等を踏まえ、実務経験を

学びに活かすことができるよう、特例教科目の授業における工夫について通知等で示すこととする。
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現行特例に
おける要件

（一種、二種
共通）

新規特例に
おける要件

（一種、二種
共通）取得可能な免許状の種類

教
科
及
び
教
職
に
関
す
る
科
目

領域及び保育内
容の指導法に関
する科目

領域に関する専門的事項 － －

保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。） ２（※２） 1（※３）

教育の基礎的理
解に関する科目

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 － －

教職の意義及び教員の役割・職務内容（ﾁｰﾑ学校運営への対応を含む。） ２ ２

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と地域との連携及び学校安
全への対応を含む。）

２（※１） ２（※１）

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 － －

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 － －

教育課程の意義及び編成の方法（ｶﾘｷｭﾗﾑ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを含む。） １ １

道徳、総合的な
学習の時間等の
指導法及び生徒
指導、教育相談
等に関する科目

教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。） （※２） （※３）

幼児理解の理論及び方法 １ －

教育相談（ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞに関する基礎的な知識を含む。）の理論及び方法 － －

教育実践に関す
る科目

教育実習 － －

教職実践演習 － －

大学が独自に設定する科目 － －

合計単位数 ８ ６

（参考）幼稚園教諭免許状取得に要する最低単位数 一種：124単位、二種：62単位

※１「教育に関する社会的、制度的又は経営的事項」の学修にあたっては、日本国憲法の内容（とりわけ第26条（教育を受ける権利））が取り扱われるよう留意。
※２ 「保育内容の指導法」及び「教育の方法及び技術」を合わせて２単位を修得。
※３ 「保育内容の指導法」及び「教育の方法及び技術」を合わせて１単位を修得。
※４ 特例を用いない場合、上記の各科目の他、日本国憲法、外国語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、体育、情報機器の操作に関する単位を修得することが必要。

幼稚園教諭免許状授与の所要資格の特例の科目と単位数について
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１．地域限定保育士制度の全国展開について

33

２．保育教諭の特例措置の期限到来を受けた改正
について

３．指定保育士養成施設における入所資格に係る
指定要件の見直しについて



〇 指定保育士養成施設については、児童福祉法施行規則において、
① 入所資格は、高等学校卒業相当を修学した者とされているほか、
② 都道府県知事は、18歳以上の者であって児童福祉施設（※）において二年以上児童の保護に従

事した者に入所資格を与える学校その他の施設についても指定保育士養成施設の指定をするこ
とができる

とされている。
（※）助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、

児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設
及び児童家庭支援センター

〇 一方、保育士試験の受験資格は、児童福祉法施行規則において、
① 大学に２年以上在学して62単位以上修得した者等とされているほか、
② 児童福祉施設において５年以上従事した者に加え、
③ 児童福祉施設に加え、認定こども園や幼稚園等の通知で定める施設や事業における従事経験につ

いても知事認定により認めることとしている
ところ。

〇 両者の乖離を解消するため、指定保育士養成施設の指定要件である、実務経験の対象施設・事業を
保育士試験の受験資格において認めることとしている、従事経験対象施設の範囲と同等とすること
としてはどうか。
（＝新たに上記の「指定保育士養成施設」の②の対象施設に、「保育士試験」の③の対象施設・事業
を追加することにより、従事施設を揃えることにしてはどうか）

指定保育士養成施設の指定要件の見直しについて
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保 育 士 ※児童福祉法第18条の4

登 録（各都道府県単位）※児童福祉法第18条の18第1項
（登録者数 1,842,494人：R5.4.1現在）

指定保育士養成施設
※児童福祉法第18条の6第1項

（1,924,130人：Ｒ３年度末累計）
令和３年度資格取得者 35,575人

・大学 285か所（283か所）

・短期大学 223か所（227か所）

・専修学校 150か所（156か所）

・その他施設 10か所（ 9か所）

合 計 668か所（675か所）
【R4.4.1現在(( )内は前年)】

保育士資格取得方法

保育士試験 ※児童福祉法第18条の6第2項

各都道府県、指定試験機関委託 ※児童福祉法第18条の9

（557,243人：Ｒ４年度末時点合格者数累計）

受験申請者数 79,378人
全科目合格者数 23,758人 (４年度実績)
うち全部免除者数 2,220人
※地域限定保育士試験を含む

大学等
（短大含）

2年以上在学
(62単位以上取得者
等)

児 童 福 祉 施 設
実務経験5年以上
(高校卒業者は実務経
験2年以上)

幼稚園教諭免許状
有
(試験一部免除)

知事による
受験資格認定

実務経験(※)
5年以上
(高校卒業者は実務経験
2年以上)

※対象施設
・へき地保育所
・家庭的保育
・認可外保育施設 等

保育士試験受験資格

平成16年度…幼稚園教諭免許状所有者について、筆記試験の２科目及び実技試験の免除を実施
平成22年度…幼稚園教諭免許状所有者の科目履修による試験科目免除を実施（34単位の履修が必要）

知事による受験資格認定の対象に放課後児童クラブを追加
平成24年度…知事による受験資格認定の対象に認可外保育施設を追加
平成25年度…幼稚園等において「3年かつ4,320時間」の実務経験がある幼稚園教諭免許状所有者について、従来の2科目の筆記試験免除科目に1科目加えるとともに、指定

保育士養成施設における科目履修による試験科目免除の特例を創設（8単位の履修が必要）
平成27年度…対象施設における一定の実務経験によって、合格科目免除期間を最長5年に延長
平成29年度…福祉系国家資格所有者について、筆記試験の３科目の免除を実施するとともに、指定保育士養成施設における科目履修による試験科目免除を実施。

介護福祉士養成施設を卒業した介護福祉士について、指定保育士養成施設における「福祉職の基盤に関する科目」に該当する科目の履修免除を実施。
※社会福祉士及び介護福祉士法第40条第２項第５号の規定により指定された学校若しくは養成施設を卒業した者については、３年以上介護等の業務に従事
した場合に履修免除を行う。



＜指定保育士養成施設＞

〇児童福祉法施行令

第五条 法第十八条の六第一号の指定保育士養成施設（以下「指定保育士養成施設」という。）の指定は、内閣府令で定める基準に適合する施設について行
うものとする。

〇児童福祉法施行規則

第六条の二の二 令第五条第一項に規定する内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。
一 入所資格を有する者は、学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、指定保育士養成施設の指定を受けようとする学校が大学である
場合における当該大学が同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者（通常の課程以
外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であること。
（略）

② 都道府県知事は、前項第一号に規定する者のほか、満十八歳以上の者であつて児童福祉施設において二年以上児童の保護に従事した者に入所資格を与え
る学校その他の施設につき、当該学校その他の施設が同項各号（第一号を除く。）に該当する場合に限り、同項第一号の規定にかかわらず、指定保育士養成
施設の指定をすることができる。

指定保育士養成施設の指定基準及び保育士試験の受験資格に係る規定①

＜保育士試験＞

〇児童福祉法施行規則

第六条の九 保育士試験を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 学校教育法による大学に二年以上在学して六十二単位以上修得した者又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとしてこども家庭庁長官
の定める者
二 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程によ
る十二年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）又は文部科学大臣においてこれと同等以上
の資格を有すると認定した者であつて、児童福祉施設において、二年以上児童の保護に従事した者
三 児童福祉施設において、五年以上児童の保護に従事した者
四 前各号に掲げる者のほか、こども家庭庁長官の定める基準（※）に従い、都道府県知事において適当な資格を有すると認めた者
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指定保育士養成施設の指定基準及び保育士試験の受験資格に係る規定②

＜保育士試験関係＞

（※）保育士試験受験資格認定基準（「保育士試験の実施について」（平成15年12月１日雇児発第1201002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）（別紙２）

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する者について、児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第11号）第６条の９第４号の認定を行うものとする。
（注）法令等の改正により、根拠規定が変更になっている場合でも、これまで対象となっていた施設・事業に従事していた期間は、引き続き従事期間として算
定して差し支えない。

１ 学校教育法（昭和22年法律第26号）による高等学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程により
これに相当する学校教育を修了した者を含む。）又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、以下に掲げる施設等にお
いて、２年以上かつ2,880時間以上児童等の保護又は援護に従事した者
（１）認定こども園（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第２条第６項に規定する認定こども

園）
（２）幼稚園（学校教育法第１条に規定する幼稚園（特別支援学校幼稚部を含む））
（３）家庭的保育事業（児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）第６条の３第９項に規定する家庭的保育事業）
（４）小規模保育事業（法第６条の３第10項に規定する小規模保育事業）
（５）居宅訪問型保育事業（法第６条の３第11項に規定する居宅訪問型保育事業）
（６）事業所内保育事業（法第６条の３第12項に規定する事業所内保育事業）
（７）放課後児童健全育成事業（法第６条の３第２項に規定する放課後児童健全育成事業）
（８）一時預かり事業（法第６条の３第７項に規定する一時預かり事業）
（９）離島その他の地域において特例保育（子ども・子育て支援法第30条第１項第４号に規定する特例保育）を実施する施設
（10）小規模住居型児童養育事業（法第６条の３第８項に規定する小規模住居型児童養育事業）
（11）障害児通所支援事業（法第６条の２の２第１項に規定する障害児通所支援事業（保育所訪問支援事業を除く））

→児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援
（12）一時保護施設（法第12条の４に規定する一時保護施設）
（13）18歳未満の者が半数以上入所する次に掲げる施設等

ア 障害者支援施設（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）に規定する障害者支援施設）
イ 指定障害福祉サービス事業所（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害福祉サービス事業所（生活介護、
自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行うものに限る））

（14） 法第６条の３第９項から第12項までに規定する業務又は法第39条第１項に規定する業務を目的とする施設であって法第34条の15第２項若しくは法第
35条第４項の認可又は認定こども園法第17条第１項の認可を受けていないもの（認可外保育施設）のうち、次に掲げるもの
ア 法第59条の２の規定により届出をした施設
イ アに掲げるもののほか、都道府県等が事業の届出をするものと定めた施設であって、当該届出をした施設
ウ 児童福祉法施行規則第49条の２第３号に規定する幼稚園併設型認可外保育施設
エ 国、都道府県又は市町村が設置する法第６条の３第９項から第12項までに規定する業務又は法第39条第１項に規定する業務を目的とする施設

２ １に掲げる施設等において５年以上かつ7,200時間以上児童等の保護又は援護に従事した者

３ 前各号及び昭和63年５月28日厚生省告示第163号に定める者に準ずる者であって、都道府県知事が適当と認めた者
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